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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
（
二
二
五
・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
救
急
病
院
等
で
な
く
な
っ
た
医
療
機
関
（
二
二
六
・
医
務
薬
事
課
）
…
１

◯
救
急
病
院
の
認
定
（
二
二
七
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
（
二
二
八
・
計
量
検
定
所
）
…
…
…
…
１

◯
基
本
測
量
終
了
の
通
知
（
二
二
九
〜
二
三
一
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
２

◯
本
荘
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
（
二
三
二
・
港
湾
空
港
課
）
…
…
…
３

◯
建
築
基
準
法
に
よ
る
指
定
確
認
検
査
機
関
の
業
務
区
域
の
増
加
の
許

可
（
二
三
三
・
建
築
住
宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
変
更
の
認
可
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
県
営
土
地
改
良
工
事
の
完
了
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

教
育
委
員
会
公
告

◯
秋
田
県
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
の
額
の
承
認
…
…
…
…
…
４

公
安
委
員
会
告
示

◯
少
年
指
導
員
の
委
嘱
（
六
一
・
少
年
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
十
九
年
度
の
包
括
外
部

監
査
契
約
を
締
結
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期
　
平
成
十
九
年
四
月
二
日

二
　
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
方
法
基
本
費
用
並
び
に
執
務
費
用
及
び
実
費
と
す
る
。

三
　
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

白
山
　
真
一
　
神
奈
川
県
川
崎
市
多
摩
区
登
戸
二
千
二
百
五
十
六
番
地

ジ
ュ
ー
ヌ
フ
イ
ヤ
ー
ジ
ュ
五
階

四
　
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費

用
の
支
払
方
法
　
契
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
次
の
救
急
病
院
が
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
の

で
、
同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
医
療
機
関
を
救
急
病
院
に
認
定
し
た
の
で
、

同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二

十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
検
査
を
行
う
区
域
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
、
期
日
、
時
間
及
び
場
所

告
　
　
　
　
　
　
示

名
　
　
　
称

平
鹿
総
合
病
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
駅
前
町
一
番
三
十
号

救
急
病
院
で
な
く

な
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月

三
十
一
日

名
　
　
　
称

平
鹿
総
合
病
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
前
郷
字
八
ツ
口
三
番
一

認

定

の

有
効
期
限

平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日

検
査
区
域

検

査

対

象

特
定
計
量
器

検
査
期
日

検
査
時
間

検
査
場
所

八
郎
潟
町

井
川
町

潟
上
市

五
城
目
町

非
自
動
は
か

り
及
び
分
銅

等

〃〃〃

平
成
十
九
年

五
月
十
七
日

平
成
十
九
年

五
月
十
七
日

平
成
十
九
年

五
月
二
十
一

日平
成
十
九
年

五
月
二
十
二

日平
成
十
九
年

五
月
二
十
二

日

午
前
十
時

か
ら

午
前
十
一

時
三
分
ま

で午
後
一
時

三
十
分
か

ら午
後
三
時

ま
で

午
前
十
時

か
ら

午
前
十
一

時
三
十
分

ま
で

午
後
一
時

三
十
分
か

ら午
後
三
時

三
十
分
ま

で午
前
九
時

三
十
分
か

ら午
前
十
一

時
三
分
ま

で午
後
一
時

三
十
分
か

ら午
後
三
時

三
十
分
ま

で午
後
一
時

三
十
分
か

八
郎
潟
町
臨
時

計
量
器
検
査
所

井
川
町
臨
時
計

量
器
検
査
所

潟
上
市
臨
時
計

量
器
検
査
所

五
城
目
町
臨
時

計
量
器
検
査
所
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２

二
　
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
行
う
検
査
の
期
日

平
成
十
九
年
五
月
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
八
日
ま
で

三
　
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
三
日

以
上
の
受
検
希
望
期
日
を
選
定
し
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成

五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

申
請
す
る
こ
と
。

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

平
成
十
八
年
秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号
及
び
第
五
百
二
十
七
号
の
基

本
測
量
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
九
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土

地
理
院
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
号

平
成
十
八
年
秋
田
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号
の
基
本
測
量
に
つ
い
て
、
平

成
十
九
年
三
月
十
六
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

平
成
十
八
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号
の
基
本
測
量
に
つ
い
て
、
平

成
十
九
年
三
月
二
十
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通
知

五
城
目
町

男
鹿
市

大
潟
村

〃

非
自
動
は
か

り
及
び
分
銅

等

〃

平
成
十
九
年

五
月
二
十
二

日平
成
十
九
年

五
月
二
十
九

日平
成
十
九
年

五
月
三
十
日

平
成
十
九
年

五
月
三
十
一

日平
成
十
九
年

六
月
四
日

平
成
十
九
年

六
月
四
日

三
十
分
か

ら午
後
三
時

三
十
分
ま

で午
後
一
時

三
十
分
か

ら午
後
三
時

ま
で

午
前
十
時

か
ら

午
前
十
一

時
三
十
分

ま
で

午
後
一
時

三
十
分
か

ら午
後
三
時

三
十
分
ま

で午
前
十
時

か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時

か
ら

午
後
二
時

ま
で

午
前
十
時

三
十
分
か

ら午
前
十
一

時
三
十
分

ま
で

午
後
一
時

三
十
分
か

ら午
後
三
時

ま
で

午
前
十
時

五
城
目
町
臨
時

計
量
器
検
査
所

男
鹿
市
臨
時
計

量
器
検
査
所

大
潟
村
臨
時
計

量
器
検
査
所

三
種
町

八
峰
町

藤
里
町

非
自
動
は
か

り
及
び
分
銅

等

〃〃

平
成
十
九
年

六
月
五
日

平
成
十
九
年

六
月
十
一
日

平
成
十
九
年

六
月
十
二
日

平
成
十
九
年

六
月
十
二
日

平
成
十
九
年

六
月
二
十
六

日

か
ら

午
前
十
一

時
三
十
分

ま
で

午
後
一
時

三
十
分
か

ら午
後
三
時

三
十
分
ま

で午
前
十
時

か
ら
正
午

ま
で

午
後
一
時

三
十
分
か

ら午
後
四
時

ま
で

午
前
九
時

三
十
分
か

ら午
前
十
一

時
ま
で

午
後
一
時

か
ら

午
後
三
時

三
十
分
ま

で午
前
十
時

か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時

か
ら

午
後
三
時

ま
で

午
前
十
時

三
種
町
臨
時
計

量
器
検
査
所

八
峰
町
臨
時
計

量
器
検
査
所

藤
里
町
臨
時
計

量
器
検
査
所

能
代
市
臨
時
計

能
代
市

〃

平
成
十
九
年

六
月
二
十
七

日平
成
十
九
年

六
月
二
十
八

日

か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時

か
ら

午
後
三
時

ま
で

午
前
十
時

か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時

か
ら

午
後
三
時

ま
で

量
器
検
査
所
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３

が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

本
荘
港
港
湾
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
十
八
号
）
第
三
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
変
更
の
概
要
を
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

本
荘
港
港
湾
管
理
者
　
秋
田
県

代
表
者
　
秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
建
設
交
通
部
港
湾
空
港

課
及
び
由
利
地
域
振
興
局
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
二
十

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
確
認
検
査
機
関
の
業
務
区
域

の
増
加
を
許
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
に
か
ほ
市
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

に
か
ほ
市
伊
勢
居
地
字
南
野
六
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
伊
東
　
　
誠

〃
　
　
　
馬
場
字
冷
沢
三
十
四
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
齋
藤
　
　
彌

〃
　
　
　
三
森
字
浜
田
百
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
邦
彦

〃
　
　
　
田
抓
字
木
ノ
下
十
一
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
盛
雄

に
か
ほ
市
畑
字
福
田
五
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
好
夫

〃
　
　
　
大
竹
字
前
谷
地
二
百
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
三
船
　
　
隆

〃
　
　
　
金
浦
字
南
金
浦
百
四
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
阿
部
　
俊
雄

〃
　
　
　
黒
川
字
三
嶽
前
百
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齊
藤
　
三
悦

〃
　
　
　
象
潟
町
小
滝
字
北
田
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
山
田
　
　
明

〃
　
　
　
〃
　
　
字
中
橋
町
百
二
十
四
番
地
　
　
　
　
　
森
　
　
栄
一

〃
　
　
　
〃
　
　
字
中
橋
町
百
六
十
九
番
地
一
　
　
　
　
森
　
　
拓
二

〃
　
　
　
〃
　
　
横
岡
字
大
森
四
十
七
番
地
　
　
　
　
　
齋
藤
　
春
夫

〃
　
　
　
〃
　
　
横
岡
字
中
屋
敷
七
十
一
番
地
　
　
　
　
齋
藤
　
俊
夫

〃
　
　
　
〃
　
　
長
岡
字
長
田
町
百
四
番
地
　
　
　
　
　
須
藤
　
　
均

〃
　
　
　
〃
　
　
大
須
郷
字
大
道
下
六
番
地
九
　
　
　
　
須
藤
　
春
蔵

二
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

に
か
ほ
市
芹
田
字
家
ノ
後
五
十
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
遠
藤
　
　
直

〃
　
　
　
前
川
字
久
根
添
百
二
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
藤
田
　
史
朗

〃
　
　
　
象
潟
町
大
砂
川
字
菅
三
十
九
番
地
　
　
　
　
　
佐
藤
　
一
幸

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告

す
る
。平

成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
本
荘
東
由
利
土
地
改
良
区

認
可
年
月
日
　
平
成
十
九
年
四
月
四
日

二
　
由
利
本
荘
市
滝
沢
堰
土
地
改
良
区

認
可
年
月
日
　
平
成
十
九
年
四
月
四
日

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
由
利
本
荘
市
滝
沢
堰
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ

っ
た
管
理
規
程
の
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
四
月
四
日
認
可
し
た
の
で

同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
つ
き
、
そ
の
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た

の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条

の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
笹
子
大
堰
４
期
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
八
年
七
月
五
日

二
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
東
溜
池
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
八
年
八
月
七
日

三
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
葭
ヶ
沢
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日

四
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
川
口
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
九
年
二
月
五
日

五
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
矢
島
地
区
担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事
業
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
仙
北
平
野
東
部
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り

役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
太
田
町
国
見
字
石
縄
手
四
十
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
藤
澤
　
将
利

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び

就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す

る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
仙
市
大
曲
土
地
改
良
区

（一）

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
内
小
友
字
寺
山
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
芳
男

〃
　
　
〃
　
　
字
元
木
八
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
秀
一

〃
　
　
〃
　
　
字
荒
町
百
四
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
後
藤
幾
久
雄

〃
　
　
〃
　
　
字
中
沢
百
七
十
一
番
地
の
十
四
　
　
　
栗
林
　
正
夫

〃
　
　
〃
　
　
字
館
前
九
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
晃
清

〃
　
　
角
間
川
町
字
中
木
内
百
三
十
二
番
地
の
一
　
　
仲
村
　
力
夫

〃
　
　
〃
　
　
　
字
中
町
頭
十
七
番
地
の
二
　
　
　
　
間
瀬
　
堅
一

〃
　
　
〃
　
　
　
字
中
野
四
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
豊
美

〃
　
　
〃
　
　
　
字
木
内
九
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
中
森
　
一
男

〃
　
　
〃
　
　
　
字
道
東
二
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
古
谷
　
久
市

〃
　
　
〃
　
　
　
字
布
晒
百
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
小
松
　
寅
吉

〃
　
　
大
曲
西
根
字
元
木
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
品
川
　
甚
一

〃
　
　
〃
　
　
　
字
小
館
百
十
四
番
地
の
一
　
　
　
　
判
田
　
勝
補

〃
　
　
〃
　
　
　
字
嶋
村
百
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
小
原
　
行
雄

〃
　
　
〃
　
　
　
字
鳥
居
百
七
十
番
地
　
　
　
　
　
　
加
賀
　
　
公

公
　
　
　
　
　
　
告

名
　
　
称

財
団
法
人
秋
田

市
総
合
振
興
公

社

許
可
年
月
日

平
成
十
九
年

三
月
三
十
日

業
務
区
域

秋
田
市
及
び

潟
上
市
の
全

域

住
　
　
　
所

秋
田
市
河
辺
豊
成
字

虚
空
蔵
大
台
滝
一
番

地
一
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大
仙
市
大
曲
西
根
字
上
寺
野
三
百
六
十
八
番
地
の
二
　
今
野
　
　
登

〃
　
　
蛭
川
字
上
屋
敷
二
百
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
今
野
勇
太
郎

〃
　
　
川
目
字
町
東
五
十
二
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
渡
邊
　
敏
雄

〃
　
　
内
小
友
字
宮
下
百
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
今
野
　
久
信

（二）

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
内
小
友
字
元
木
八
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
秀
一

〃
　
　
〃
　
　
字
荒
町
百
四
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
後
藤
幾
久
雄

〃
　
　
〃
　
　
字
中
沢
百
七
十
一
番
地
の
十
四
　
　
　
栗
林
　
正
夫

〃
　
　
角
間
川
町
字
中
木
内
百
三
十
二
番
地
の
一
　
　
仲
村
　
力
夫

〃
　
　
〃
　
　
　
字
二
本
杉
五
十
六
番
地
の
一
　
　
　
佐
藤
　
孝
次

〃
　
　
〃
　
　
　
字
中
野
四
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
豊
美

〃
　
　
〃
　
　
　
字
木
内
九
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
中
森
　
一
男

〃
　
　
〃
　
　
　
字
道
東
二
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
古
谷
　
久
市

〃
　
　
〃
　
　
　
字
布
晒
百
四
十
八
番
地
　
　
　
　
　
田
中
　
伸
逸

〃
　
　
大
曲
西
根
字
新
堀
百
八
十
二
番
地
の
一
　
　
　
佐
々
木
　
巖

〃
　
　
〃
　
　
　
字
小
館
百
十
四
番
地
の
一
　
　
　
　
判
田
　
勝
補

〃
　
　
〃
　
　
　
字
上
毘
沙
門
沢
十
二
番
地
　
　
　
　
大
友
　
幸
一

〃
　
　
〃
　
　
　
字
鳥
居
百
七
十
番
地
　
　
　
　
　
　
加
賀
　
　
公

〃
　
　
〃
　
　
　
字
上
寺
野
三
百
六
十
八
番
地
の
二
　
今
野
　
　
登

〃
　
　
蛭
川
字
上
屋
敷
二
百
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
今
野
勇
太
郎

〃
　
　
川
目
字
町
東
五
十
二
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
渡
邊
　
敏
雄

〃
　
　
内
小
友
字
宮
後
六
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
勇
一

（三）

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
内
小
友
字
館
前
百
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
村
　
　
誠

〃
　
　
大
曲
西
根
字
上
毘
沙
門
沢
十
二
番
地
　
　
　
　
大
友
　
幸
一

〃
　
　
角
間
川
町
字
小
中
島
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
黒
丸
　
長
雄

（四）

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
内
小
友
字
館
前
百
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
村
　
　
誠

大
仙
市
大
曲
西
根
字
小
館
百
六
十
番
地
　
　
　
　
　
　
a
川
　
吉
昭

〃
　
　
角
間
川
町
字
町
頭
六
十
六
番
地
の
二
　
　
　
　
小
笠
原
　
晃

二
　
秋
田
県
田
沢
疏
水
土
地
改
良
区

（一）

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
市
田
沢
湖
梅
沢
字
大
石
野
三
百
五
十
一
番
地
　
　
大
石
　
一
夫

〃
　
　
〃
　
　
神
代
字
柏
林
九
十
八
番
地
　
　
　
　
　
戸
崎
　
清
龍

大
仙
市
大
神
成
字
山
回
百
七
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
尊
雄

〃
　
　
豊
岡
字
谷
地
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
信
田
　
勇
一

〃
　
　
〃
　
字
東
八
日
市
三
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
千
葉
　
　
健

〃
　
　
太
田
町
斉
内
字
中
田
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
小
松
　
義
宏

〃
　
　
〃
　
　
国
見
字
砂
溜
八
十
八
番
地
　
　
　
　
　
小
松
　
悦
歩

〃
　
　
〃
　
　
川
口
字
中
村
九
十
五
番
地
　
　
　
　
　
谷
口
　
　
章

〃
　
　
〃
　
　
横
沢
字
泥
窪
三
百
八
十
一
番
地
一
　
　
倉
田
　
正
吾

大
仙
市
太
田
町
斉
内
字
庚
塚
百
三
十
四
番
地
　
　
　
　
田
中
　
正
男

〃
　
　
〃
　
　
太
田
字
築
地
古
館
七
十
二
番
地
　
　
　
a
貝
　
久
遠

仙
北
郡
美
郷
町
金
沢
東
根
字
湯
ノ
沢
百
九
十
二
番
地
　
高
橋
　
敏
夫

〃
　
　
〃
　
　
本
堂
城
回
字
後
町
九
十
八
番
地
　
　
　
星
山
　
正
美

〃
　
　
〃
　
　
土
崎
字
厨
川
百
四
十
七
番
地
　
　
　
　
熊
谷
　
隆
一

〃
　
　
〃
　
　
浪
花
字
大
道
二
百
七
十
九
番
地
　
　
　
高
橋
　
　
彪

〃
　
　
〃
　
　
千
屋
字
大
屋
敷
七
番
地
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
凖
司

〃
　
　
〃
　
　
畑
屋
字
外
館
百
八
十
一
番
地
　
　
　
　
武
藤
　
邦
男

〃
　
　
〃
　
　
六
郷
東
根
字
北
明
田
地
百
十
六
番
地
　
石
田
　
良
一

〃
　
　
〃
　
　
野
荒
町
字
篭
林
後
三
百
十
五
番
地
　
　
佐
々
木
亮
耕

〃
　
　
〃
　
　
天
神
堂
字
耳
取
百
三
十
八
番
地
　
　
　
佐
藤
　
　
功

（二）

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
市
田
沢
湖
神
代
字
柏
林
九
十
八
番
地
　
　
　
　
　
戸
崎
　
清
龍

〃
　
　
〃
　
　
梅
沢
字
大
石
野
三
百
五
十
一
番
地
　
　
大
石
　
一
夫

大
仙
市
豊
岡
字
谷
地
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
信
田
　
勇
一

〃
　
　
大
神
成
字
上
村
百
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
a
橋
　
成
悦

〃
　
　
豊
岡
字
東
八
日
市
三
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
千
葉
　
　
健

〃
　
　
太
田
町
斉
内
字
中
田
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
小
松
　
義
宏

〃
　
　
〃
　
　
国
見
字
砂
溜
百
三
十
番
地
　
　
　
　
　
小
松
　
幸
進

〃
　
　
〃
　
　
太
田
字
築
地
古
館
七
十
二
番
地
　
　
　
a
貝
　
久
遠

〃
　
　
〃
　
　
川
口
字
中
村
九
十
五
番
地
　
　
　
　
　
谷
口
　
　
章

〃
　
　
〃
　
　
斉
内
字
庚
塚
百
三
十
四
番
地
　
　
　
　
田
中
　
正
男

〃
　
　
〃
　
　
横
沢
字
泥
窪
三
百
八
十
一
番
地
一
　
　
倉
田
　
正
吾

仙
北
郡
美
郷
町
畑
屋
字
外
館
百
八
十
一
番
地
　
　
　
　
武
藤
　
邦
男

〃
　
　
〃
　
　
千
屋
字
大
屋
敷
七
番
地
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
凖
司

〃
　
　
〃
　
　
浪
花
字
上
荒
井
六
十
八
番
地
　
　
　
　
a
階
　
眞
龍

〃
　
　
〃
　
　
金
沢
東
根
字
湯
ノ
沢
百
九
十
二
番
地
　
高
橋
　
敏
夫

〃
　
　
〃
　
　
本
堂
城
回
字
後
町
九
十
八
番
地
　
　
　
星
山
　
正
美

〃
　
　
〃
　
　
土
崎
字
厨
川
百
四
十
七
番
地
　
　
　
　
熊
谷
　
隆
一

〃
　
　
〃
　
　
六
郷
東
根
字
北
明
田
地
百
十
六
番
地
　
石
田
　
良
一

〃
　
　
〃
　
　
天
神
堂
字
潟
尻
七
十
九
番
地
　
　
　
　
佐
藤
　
寿
昭

〃
　
　
〃
　
　
野
荒
町
字
篭
林
後
三
百
十
五
番
地
　
　
佐
々
木
亮
耕

（三）

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
市
田
沢
湖
卒
田
字
上
清
水
八
十
三
番
地
　
　
　
　
石
橋
　
臣
平

大
仙
市
豊
川
字
堂
ノ
前
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
村
　
榮
一

〃
　
　
太
田
町
太
田
字
太
田
百
四
番
地
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
　
馨

仙
北
郡
美
郷
町
本
堂
城
回
字
川
口
道
北
四
百
五
十
八
番
地清

水
川
　
清

〃
　
　
〃
　
　
六
郷
字
新
町
百
番
地
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
信
幸

（四）

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
市
田
沢
湖
卒
田
字
上
清
水
八
十
三
番
地
　
　
　
　
石
橋
　
臣
平

大
仙
市
豊
川
字
田
川
六
十
三
番
地
一

農
事
組
合
法
人
中
仙
さ
く
ら
フ
ァ
ー
ム
代
表
理
事
　
田
村
　
誠
市

大
仙
市
太
田
町
太
田
字
太
田
百
四
番
地
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
　
馨

仙
北
郡
美
郷
町
本
堂
城
回
字
川
口
道
北
四
百
五
十
八
番
地清

水
川
　
清

〃
　
　
〃
　
　
六
郷
字
新
町
百
番
地
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
信
幸

秋
田
県
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
一
年
秋
田
県
条
例
第
五
号
）

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー
の
利
用

料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー
利
用
料
金

一
　
宿
泊
室

教

育

委

員

会

公

告

使
用
の
単
位

一
人
一
泊
に
つ
き

区
　
分

青
少
年
の
団
体

で
秋
田
県
教
育

委
員
会
が
別
に

定
め
る
基
準
に

該
当
す
る
も
の

の
構
成
員
が
宿

泊
研
修
を
受
け

る
た
め
に
使
用

す
る
場
合

ユ
ー
ス
ホ
ス
テ

ル
協
会
会
員
が

宿
泊
研
修
す
る

た
め
に
使
用
す

る
場
合

秋
田
県
内
で
開

催
さ
れ
る
競
技

団
体
主
催
の
大

会
参
加
に
伴
う

宿
泊
で
、
関
係

宿
泊
施
設
が
協

備
　
考

協
定
料
金

等
、
別
に
定

め
る
料
金
が

適
用
さ
れ
る

場
合
を
除
く

協
定
料
金

等
、
別
に
定

め
る
料
金
が

適
用
さ
れ
る

場
合
を
除
く

利
用
料
金

二
、
四
〇
〇
円

二
、
四
〇
〇
円

協
定
で
定
め
ら

れ
た
料
金
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備
考
　
特
別
室
を
身
体
障
害
者
以
外
が
利
用
す
る
場
合
は
、
洋
室
二
人
用
の

料
金
と
す
る
。

二
　
大
広
間

備
考一

　
大
広
間
を
半
分
に
仕
切
っ
て
使
用
す
る
場
合
は
、
半
額
と
す
る
。

二
　
大
広
間
を
宿
泊
す
る
目
的
で
使
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

公

安

委

員

会

告

示

一
人
一
泊
に
つ
き

（
一
人
で
使
用
）

一
人
一
泊
に
つ
き

（
二
人
で
使
用
）

一
人
一
泊
に
つ
き

（
一
人
で
使
用
）

一
人
一
泊
に
つ
き

（
二
人
で
使
用
）

一
人
一
泊
に
つ
き

（
三
人
で
使
用
）

一
人
一
泊
に
つ
き

（
一
人
で
使
用
）

一
人
一
泊
に
つ
き

（
二
人
で
使
用
）

一
人
一
泊
に
つ
き

（
三
人
で
使
用
）

一
人
一
泊
に
つ
き

（
四
人
で
使
用
）

一
人
一
泊
に
つ
き

（
一
人
で
使
用
）

一
人
一
泊
に
つ
き

（
二
人
で
使
用
）

定
料
金
を
定
め

て
い
る
場
合

四
、
六
〇
〇
円

四
、
〇
〇
〇
円

五
、
二
〇
〇
円

四
、
四
〇
〇
円

三
、
七
〇
〇
円

五
、
二
〇
〇
円

四
、
二
〇
〇
円

三
、
五
〇
〇
円

三
、
一
〇
〇
円

四
、
〇
〇
〇
円

三
、
五
〇
〇
円

洋
室
一

人
用

洋
室
二

人
用

和
室
・

洋
室

四
人
用

特
別
室

そ
の
他

の
場
合

使
用
の
単
位

区
　
分

青
少
年
の
団
体

で
秋
田
県
教
育

委
員
会
が
別
に

備
　
考

利
用
料
金

使
用
の
単
位

一
時
間
に
つ
き

区
　
分

青
少
年
の
団
体

で
秋
田
県
教
育

委
員
会
が
別
に

定
め
る
基
準
に

該
当
す
る
も
の

が
使
用
す
る
場

合そ
の
他
の
場
合

備
　
考

利
用
料
金

七
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

使
用
の
単
位

一
人
一
泊
に
つ
き

区
　
分

青
少
年
の
団
体

で
秋
田
県
教
育

委
員
会
が
別
に

定
め
る
基
準
に

該
当
す
る
も
の

の
構
成
員
が
宿

泊
研
修
を
受
け

る
た
め
に
使
用

す
る
場
合

そ
の
他
の
場
合

備
　
考

利
用
料
金

二
、
二
〇
〇
円

二
、
四
〇
〇
円

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
6
1
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
2
3

年
法
律
1
2
2
号
）
第
3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
少
年
指
導

委
員
を
委
嘱
し
た
の
で
、
少
年
指
導
委
員
規
則
（
昭
和
6
0
年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
２
号
）
第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

平
成
1
9
年
４
月
1
3
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
渕
　
宏
　
道
　

氏
　
　
名

佐
藤
　
博
明

石
木
田
誠
一

日
高
　
玲
子

柳
田
　
亮
子

鈴
木
　
國
雄

田
畑
　
重
信

藪
田
　
金
光

虻
川
　
忠
博

佐
藤
　
良
司

石
山
　
元
一

小
林
勝
治
郎

船
山
　
捷
治

柳
谷
　
永
逸

大
友
　
ト
シ

落
合
　
和
子

塚
本
　
　
正

大
友
　
英
治

小
玉
　
正
富

天
野
　
康
誠

連
　
　
絡
　
　
先

鹿
角
市
花
輪
字
向
畑
1
0
0
番
地

鹿
角
警
察
署
生
活
安
全
課

０
１
８
６
－
２
３
－
３
３
２
１

大
館
市
根
下
戸
新
町
１
番
7
0

号

大
館
警
察
署
生
活
安
全
課

０
１
８
６
－
４
２
－
４
１
１
１

能
代
市
日
吉
町
１
番
2
3
号

能
代
警
察
署
生
活
安
全
課

０
１
８
５
－
５
２
－
４
３
１
１

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
新
浜

町
１
番
地
の
４
号

男
鹿
警
察
署
生
活
安
全
課

活
動
区
域

鹿
角
警
察
署
の
管

轄
区
域

大
館
警
察
署
の
管

轄
区
域

能
代
警
察
署
の
管

轄
区
域

男
鹿
警
察
署
の
管

轄
区
域



平成19年 4月13日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1869号

６

板
橋
　
信
男

渡
邊
　
清
明

渡
部
　
和
雄

関
口
　
　
覺

吹
矢
　
　
修

藤
井
　
俊
弥

筒
井
　
達
也

宇
佐
美
正
悦

森
　
　
　
洋

金
子
　
真
悟

富
川
　
有
策

布
施
　
悦
子

村
上
　
建
一

湊
　
久
美
子

赤
井
　
保
廣

堀
川
　
芳
朗

佐
藤
　
宗
春

相
場
　
　
好

杉
山
　
吉
則

高
橋
　
一
晴

０
１
８
５
－
２
３
－
２
２
３
３

秋
田
市
土
崎
港
西
三
丁
目
１

番
８
号

秋
田
臨
港
警
察
署
生
活
安

全
課

０
１
８
－
８
４
５
－
０
１
４
１

秋
田
市
千
秋
明
徳
町
１
番
９

号

秋
田
中
央
警
察
署
生
活
安

全
課

０
１
８
－
８
３
５
－
１
１
１
１

秋
田
臨
港
警
察
署

の
管
轄
区
域

秋
田
中
央
警
察
署

の
管
轄
区
域

三
浦
　
修
一

玉
山
　
秀
子

渡
辺
　
英
司

山
田
　
　
進

今
野
　
徳
明

安
保
　
栄
和

金
湖
　
敏
章

鈴
木
　
鉄
蔵

有
坂
　
健
蔵

佐
藤
　
　
久

沓
沢
　
孝
志

有
明
　
　
謙

池
田
　
利
夫

神
原
　
義
征

鎌
田
　
勲
一

伊
藤
　
孝
助

鶴
田
　
徹
二

高
橋
　
克
己

阿
部
　
和
夫

桐
谷
　
一
利

秋
田
市
上
北
手
百
崎
字
内
山

6
0
番
地
の
２

秋
田
東
警
察
署
生
活
安
全
課

０
１
８
－
８
２
５
－
５
１
１
０

由
利
本
荘
市
中
町
2
7
番
地

由
利
本
荘
警
察
署
生
活
安

全
課

０
１
８
４
－
２
３
－
４
１
１
１

大
仙
市
大
曲
日
の
出
町
一
丁

目
１
番
3
0
号

大
仙
警
察
署
生
活
安
全
課

０
１
８
７
－
６
３
－
３
３
５
５

横
手
市
安
田
字
越
廻
7
1
番
地

横
手
警
察
署
生
活
安
全
課

０
１
８
２
－
３
２
－
２
２
５
０

湯
沢
市
千
石
町
一
丁
目
３
番

５
号湯
沢
警
察
署
生
活
安
全
課

０
１
８
３
－
７
３
－
２
１
２
７

秋
田
東
警
察
署
の

管
轄
区
域

由
利
本
荘
警
察
署

の
管
轄
区
域

大
仙
警
察
署
の
管

轄
区
域

横
手
警
察
署
の
管

轄
区
域

湯
沢
警
察
署
の
管

轄
区
域

長
雄
　
潤
二

古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu

b
arain

satsu
.co.jp


